


別紙 (1)当事者目録記載の当事者間の京都地方裁判所平成 4年

(ワ)第 20 7 5号、平成 5年(ワ)第 22 2 5号、平成 6年(ワ)第 2

308号公式陳謝等請求事件について、平成 13年 8月 23日言渡

された判決中(同日正本送達)、控訴人ら敗訴部分は不服であるか

ら控訴する。

原判決主文の表示

~ 1 原告らの「公式陳謝j 請求に係る訴えを却下する。

戸鋼、

2 被告は、別紙(1)当事者目録記載の番号 38ないし 4 0、 4 2、

4 5、 46、 63ないし 67、 69、 70、 72及び 77の各原

告に対し、それぞれ金 300万円を支払え。

3 原告らのその余の請求を棄却する。

4 訴訟費用は、上記 2記載の原告らに生じた費用の 7分の 1及び

被告に生じた費用の 66分の lを被告の負担とし、同原告らに生

じたその余の費用と被告に生じた費用の 14分の lを同原告らの

負担とし、その余はその余の原告らの負担とする。

控訴の趣旨

1 原判決中控訴人ら敗訴部分を取消す。

2 被控訴人は別紙 (2)の 1控訴人(乗船者本人)一覧表及び別紙 (2)

の 3控訴人(帰還後死亡者遺族)一覧表記載の各控訴人に対し、

それぞれ金 2000万円を支払え。

3 被控訴人は、別紙 (2)の 2控訴人(死亡者遺族)一覧表記載の

番号 1、 2、 4、 6、 8ないし 13... 15... 16... 18ないし 2

2、 24ないし 29、 53、 62、 78及び 79の各控訴人に対

しそれぞれ金 5000万円を、同一覧表記載の番号 3、 5、 7、

1 4、 17、 30、 36、 51、 52... 5 4ないし 61の各控訴
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